
 

大阪市教育委員会規則第８号 

 

大阪市奨学条例施行規則の一部を改正する規則 

 

大阪市奨学条例施行規則（平成22年大阪市教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以

下「対象規定」という。）の改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、

改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものを削る。 

また、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加え、改正前欄に掲げる規定の

傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（奨学費の申請等） 

第４条 奨学費の支給を受けようとする者

は、大阪市奨学費受給申請書（第 1号様式）

に次に掲げる書類を添えて、委員会が定め

る期日までに、委員会に提出しなければな

らない。 

 [(1) 略] 

 [削る] 

 

 (2)・(3) [略]  

２ 委員会は 、前項本文の規定による申請が

あった場合において、奨学生選定にあたり、

必要な申請者の情報を申請者が在学する高

等学校等の校長や関係行政機関に照会する

ことができる。 

３ 申請者が在学する高等学校等の校長は、

前項本文の規定による照会を委員会から受

けた場合において、委員会が定める期日ま

でに、大阪市奨学費申請者在籍確認表（第２

号様式）によって申請者の在籍状況を委員

（奨学費の申請） 

第４条 [同左] 

 

 

 

 

[(1) 同左] 

 (2) 在学証明書その他申請者が在学して

いることを証明する書類 

 (3)・(4) [同左] 

[新設] 

 

 

 

 

[新設] 

 

 

 

 



 

会に提出することとする。 

（奨学生の選定） 

第５条 委員会は、前条第１項本文の規定に

よる申請があった場合において、条例第５

条の規定により奨学生として選定すること

を決定したときは、申請者に対し、奨学生選

定通知書(第３号様式)を交付するものとす

る。 

２ 委員会は、前条第１項本文の規定による

申請があった場合において、条例第５条の

規定により奨学生として選定しないことを

決定したときは、その理由を付して、申請者

に対し、奨学生不選定通知書(第４号様式)

を交付するものとする。 

(奨学費の支給の決定) 

第６条 委員会は、条例第６条第１項本文の

規定により、奨学費を支給することを決定

したときは、奨学生に対し、奨学費支給決定

通知書(第５号様式)を交付するものとす

る。 

２ 委員会は、条例第６条第１項ただし書の

規定により、奨学費を支給しないことを決

定したときは、その理由を付して、奨学生に

対し、奨学費不支給決定通知書(第６号様

式)を交付するものとする。 

(支給の請求) 

第８条 奨学生は、条例第６条第１項に規定

する支給の決定額の範囲内において、奨学

費の支給を請求しようとするときは、奨学

費請求書(第７号様式)に前条に規定する費

用を証明する書類を添えて、委員会が定め

 

（奨学生の選定） 

第５条 委員会は、前条の規定による申請が

あった場合において、条例第５条の規定に

より奨学生として選定することを決定した

ときは、申請者に対し、奨学生選定通知書

(第２号様式)を交付するものとする。 

 

２ 委員会は、前条の規定による申請があっ

た場合において、条例第５条の規定により

奨学生として選定しないことを決定したと

きは、その理由を付して、申請者に対し、奨

学生不選定通知書(第３号様式)を交付する

ものとする。 

(奨学費の支給の決定) 

第６条 委員会は、条例第６条第１項本文の

規定により、奨学費を支給することを決定

したときは、奨学生に対し、奨学費支給決定

通知書(第４号様式)を交付するものとす

る。 

２ 委員会は、条例第６条第１項ただし書の

規定により、奨学費を支給しないことを決

定したときは、その理由を付して、奨学生に

対し、奨学費不支給決定通知書(第５号様

式)を交付するものとする。 

(支給の請求) 

第８条 奨学生は、条例第６条第１項に規定

する支給の決定額の範囲内において、奨学

費の支給を請求しようとするときは、奨学

費請求書(第６号様式)に前条に規定する費

用を証明する書類を添えて、委員会が定め



 

る当該年度の請求期日までに、委員会に提

出しなければならない。 

(支給額の確定)  

第９条 委員会は、前条の規定による請求が

あったときは、その内容を審査して支給す

べき奨学費の額を確定し、奨学生に対し、奨

学費支給金額確定通知書(第８号様式)を交

付するものとする。 

(異動の届出) 

第 11条 奨学生又は奨学費の申請を行って 

いる者(以下「奨学生等」という。)は、次

に掲げる場合には、奨学生等変更届(第９号

様式)に委員会が定める書類を添えて、委員

会に届け出なければならない。 

 [(1)～(6) 略] 

(在学状況変更の報告) 

第 12条 奨学生等の在学する学校の校長は、

奨学生等が退学、転学、停学又は休学したと

きは、奨学生等在学状況変更報告書(第10号

様式)により、速やかにその事実を委員会に

報告しなければならない。 

(支給の決定の取消し) 

第 13条 委員会は、条例第７条の規定により

奨学費の支給の決定の全部又は一部を取り

消したときは、その理由を付して、奨学生に

対し、奨学費支給決定全部・一部取消通知書

(第 11号様式)を交付するものとする。 

(支給の停止又は減額) 

第 14条 委員会は、条例第８条の規定により

奨学費の支給を停止し、又は奨学費を減額

したときは、その理由を付して、奨学生に対

る当該年度の請求期日までに、委員会に提

出しなければならない。 

(支給額の確定) 

第９条 委員会は、前条の規定による請求が

あったときは、その内容を審査して支給す

べき奨学費の額を確定し、奨学生に対し、奨

学費支給金額確定通知書(第７号様式)を交

付するものとする。 

(異動の届出) 

第 11条 奨学生又は奨学費の申請を行って 

いる者(以下「奨学生等」という。)は、次

に掲げる場合には、奨学生等変更届(第８号

様式)に委員会が定める書類を添えて、委員

会に届け出なければならない。 

 [(1)～(6) 同左] 

(在学状況変更の報告) 

第 12条 奨学生等の在学する学校の校長は、

奨学生等が退学、転学、停学又は休学したと

きは、奨学生等在学状況変更報告書(第９号

様式)により、速やかにその事実を委員会に

報告しなければならない。 

(支給の決定の取消し) 

第 13条 委員会は、条例第７条の規定により

奨学費の支給の決定の全部又は一部を取り

消したときは、その理由を付して、奨学生に

対し、奨学費支給決定全部・一部取消通知書

(第 10号様式)を交付するものとする。 

(支給の停止又は減額) 

第 14条 委員会は、条例第８条の規定により

奨学費の支給を停止し、又は奨学費を減額

したときは、その理由を付して、奨学生に対



 

し、奨学費支給停止・減額通知書(第 12 号

様式)を交付するものとする。 

第１号様式 

 [様式 別紙２ 挿入] 

第２号様式 

 [様式 別紙３ 挿入]  

第３号様式～第12号様式 [略] 

し、奨学費支給停止・減額通知書(第 11 号

様式)を交付するものとする。 

第１号様式 

 [様式 別紙１ 挿入］ 

[新設] 

 

第２号様式～第11号様式 [同左] 

備考 表中及び表中に挿入される別紙の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部

分を除く全体に付した傍線は注記である。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[第１号様式 別紙１] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

[第１号様式 別紙２] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［第２号様式 別紙３］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


